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ご
存
知
で
す
か
？
こ
の
手
当

手
当
を
受
け
る
に
は
、
申
請
が
必
要
で

す
。
い
ず
れ
の
手
当
も
、
所
得
に
よ
る
支

給
制
限
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
平
成
28
年
度
の
各
種
手
当
額
が

「
児
童
扶
養
手
当
法
に
よ
る
児
童
扶
養
手

当
の
額
等
の
改
定
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」

の
一
部
改
正
に
伴
い
、変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

児
童
（
20
歳
未
満
で
身
体
・
知
的
・
精

神
に
中
程
度
以
上
の
障
害
も
し
く
は
長
期

に
わ
た
る
安
静
を
必
要
と
す
る
症
状
に
あ

る
者
）
の
監
護
、
養
育
し
て
い
る
父
母
な

ど
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
手
当
支
給
月
額

・
1
級
／
5
万
1
，5
0
0
円

・
2
級
／
3
万
4
，3
0
0
円

●
次
の
場
合
は
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん

①
児
童
が
日
本
国
内
に
住
ん
で
い
な
い
と
き

②
児
童
が
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

③
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し

て
い
る
と
き

【
特
別
障
害
者
手
当
】

20
歳
以
上
で
、
身
体
・
知
的
ま
た
は
精
神

に
著
し
く
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
た
め
、

日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
の
介
護
を
必

要
と
す
る
在
宅
の
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
手
当
支
給
月
額
／
2
万
6
，8
3
0
円

●
次
の
場
合
は
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん

①
施
設
に
入
所
し
て
い
る
と
き
（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
は
除
く
）

②
病
院
に
3
カ
月
以
上
入
院
し
て
い
る
と
き

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

20
歳
未
満
で
、
身
体
・
知
的
ま
た
は
精
神

に
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
た
め
、
日
常

生
活
に
お
い
て
常
に
特
別
の
介
護
を
必
要
と

す
る
在
宅
の
児
童
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
手
当
支
給
月
額
／
1
万
4
，6
0
0
円

●
次
の
場
合
は
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん

①
施
設
に
入
所
し
て
い
る
と
き
（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
は
除
く
）

②
児
童
が
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

【
す
で
に
手
当
を
受
け
ら
れ
て
い
る
方
へ
】

す
で
に
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、
そ

の
手
当
に
応
じ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
届
け
出

を
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

も
し
、
届
け
出
が
遅
れ
た
り
、
届
け
出

を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
手
当
の
支
給

が
遅
れ
た
り
、受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、

手
当
を
返
し
て
い
た
だ
い
た
り
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
忘
れ
ず
に
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
例

・
障
害
程
度
に
変
動
が
あ
っ
た
と
き

・
住
所
を
変
更
し
た
と
き

・
所
得
更
正
さ
れ
た
と
き

・
所
得
の
高
い
扶
養
義
務
者
と
生
計
を
と

も
に
、ま
た
は
、別
に
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
き

問
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年
金
生
活
者
等
支
援

臨
時
福
祉
給
付
金（
高
齢
者
向
け
）の

受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
！

「
一
億
総
活
躍
社
会
」
の
実
現
に
向
け
、

賃
金
の
引
き
上
げ
の
恩
恵
が
及
び
に
く
い

低
所
得
の
高
齢
者
の
方
を
支
援
、
所
得
全

体
の
底
上
げ
な
ど
を
図
る
た
め
、「
年
金

生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
」
を
支

給
し
ま
す
。

支
給
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
4
月

上
旬
に
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す
。
た
だ

し
、
申
請
し
て
い
た
だ
い
た
方
全
員
に
支

給
さ
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

●
支
給
対
象
者

平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給

対
象
者
の
う
ち
、
平
成
28
年
度
中
に
65
歳

以
上
と
な
る
方
（
昭
和
27
年
4
月
1
日
以

前
に
生
ま
れ
た
方
）

※
平
成
27
年
臨
時
福
祉
給
付
金
は
、
平
成

27
年
度
町
民
税
（
均
等
割
）
が
非
課
税

の
方
に
6
，
0
0
0
円
を
支
給
し
ま
し

た（
受
け
付
け
は
既
に
終
了
）。
た
だ
し
、

ご
自
身
を
扶
養
し
て
い
る
方
が
課
税
さ

れ
て
い
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

●
支
給
額

支
給
対
象
者
1
人
に
つ
き
、
3
万
円

●
受
付
期
間

4
月
11
日
（
月
）
～
7
月
12
日
（
火
）

8
時
30
分
～
17
時
15
分
（
土
・
日
・
祝
日

を
除
く
）

た
だ
し
、
土
・
日
・
祝
日
の
う
ち
、
次

の
日
程
に
つ
い
て
は
吉
備
庁
舎
・
金
屋
庁

舎
・
清
水
行
政
局
で
受
け
付
け
ま
す
。

5
月
14
日（
土
）、
5
月
15
日（
日
）、

6
月
11
日（
土
）、
6
月
12
日（
日
）、

7
月
9
日（
土
）、
7
月
10
日（
日
）

●
申
請
受
け
付
け
場
所

吉
備
庁
舎
（
住
民
課
）・
金
屋
庁
舎
（
や

す
ら
ぎ
福
祉
課
）・
清
水
行
政
局
（
住
民

福
祉
室
）・
各
出
張
所

※
郵
送
で
の
申
請
も
可
能
で
す
。
必
要
書

類
を
ご
確
認
の
上
、郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

●
注
意
／
必
ず
受
付
期
間
中
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
期
間
中
に
提
出
で
き
な
い

場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
受

け
付
け
開
始
当
初
は
混
雑
が
予
想
さ
れ

ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問
金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課
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